
 

 

申請者 

32 条協議 
（同意）申請 

回答 審査結果 
通  知 

審査結果 
処理(訂正) 

協議（同意）
書交付 

審査 

審査まとめ 

訂正処理 
完  了 

協議（同意）
書作成 

公共施設管理者 
（全ての関係機関） 

都市計画法第３２条にかかる手続き 

 

■ 協議、同意手続き 

 

 

 

 

※従前の公共施設の土地の表示・保存登記等は工事完了検査受検前に提出書類を嘱託登記担当に提出す

ること。提出する時期については担当者に確認のこと。 

 

■ 検査・登記手続き 

 

道路、避難通路、水路等 土木課 

法定外公共物（従前） 土木課 

公園 都市計画課

（公園 G） 

消防施設用地 危機管理課 

ごみ集積所用地 生活環境課 

集会所用地 管財課 

学校用地 教育委員会 

国道・県道 所管事務所 
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※従前の公共施設及び新設の公共施設の所有権移転登記は当市において嘱託登記をもって処理

する。 

※国、県等の公共施設の協議については、各機関の規定に基づき協議のこと。 

※公共施設の確定丈量図は各公共施設管理者へ届けること。 

※開発工事完了検査済証は帰属申出書の提出の後に交付する。 

新設の公共施設、従前
の公共施設（里道・水
路）に関する帰属申出
書、嘱託依頼書 


